
平成２１年４月２３日

市 民 生 活 部 生 活 安 心 課

環 境 部 廃 棄 物 対 策 課

 

 

 

 

「宇都宮市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」及び 

「宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」の実施状況について 

 

１ 巡回について 

条例指導員６名と担当課職員が巡回 

 

２ 違反者等について 

条例名 
宇都宮市路上喫煙等による被害の防止

に関する条例 

宇都宮市みんなでごみのない

きれいなまちをつくる条例 

違反内容 喫煙行為 ごみ放置 フン放置 

４月１日 

～ 

４月２１日 

【過料適用】 

       ３３名 

内訳 現場徴収２０名 

   後日納付１３名（納付確認７名）

市外居住者は１５名 

【処分を拒否し，後日弁明書提出】 

       ２名 

【逃走】 

       ３名

 

   ０名 

 

 

ただし 

警告は３名 

 

 

   ０名 

 

  

３ トラブル等の発生について 

   条例を知らないなど反論する違反者もいたが，おおむね順調に指導できている。 

 

４ 今後の対応 

   各種イベント等において周知を図りながら，継続して指導を実施していく。 


